
119領域性のリスケーリングと国境空間の再編

はじめに

　1990年代以降のグローバル化の急速な進展や2011年の 9 ・11テロの影響

によって、領域主権を画定する地政学的な意味における国境が大きな変容

を迫られている（1）。伝統的に国際関係論（以下、IR）における国境とは、

「固定化された領域性」（K・J・ホルスティ）を基礎とする主権国家、さら

には主権国家から構成されると言われてきたウェストファリア体制の根幹

的原理であった（2）。しかしながら、国家権力を背景とする国益が衝突しあ

う場としての国境は、グローバル化によって、トランスナショナルなフロ

ーに対処するための「国境の透過性（border permeability）」を通じた機能

的再編が求められている（3）。こうした状況の中で、とりわけ欧米を中心と

して、国境機能の強化を試みる政策的兆候が顕在化しているが、グローバ

ル化による脱領域化 （deterritorialization） ／脱境界付け （de─bordering） と、

9 ・11テロ以後の地政学的な再領域化（reterritorialization）／再境界付け
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（re─bordering）が同時進行しているという両義的な解釈も可能なのかもし

れない。

　このように、現在の国境の機能的変容は、地理的な場所から分離した空

間的拡張をみせながら、偏在化現象を強めている空間管理の在り方として

理解する向きもある。IR における境界・国境問題に関する研究をリード

してきた R・B・J・ウォーカーは、主権国家間の境界によって不変的に

条件付けられた内部（inside）／外部（outside）モデルでは、グローバル

化の進展とセキュリティの強化が同時進行する現在の国際関係における国

境の在り方を適切に把握することは困難であるとした（4）。さらには、C・

ブラウンが主張するように、IR においては、伝統的な主権国家の存在を

軸とした国境や領土問題に関する研究の蓄積はみられてきたが、境界の相

対化概念のひとつとしての国境やその機能的役割に関する理論的省察は、

いまだに十分になされているとは言えないのである（5）。

　本稿では、近年日本でも紹介・導入が開始されたボーダースタディー

ズ（6） の知見を生かしながら、国境の内部／外部、あるいは脱領域化／再

領域化という単なる二分法的思考を乗り越え、IR の認識論的・存在論的

前提であった固定的な国境概念に関する「領域の罠（territorial trap）」

（J・アグニュー）（7） に陥らない領域性のリスケーリングの可能性を検討して

みたい。そして、ボーダースタディーズの主要概念のひとつである「境界

付け（bordering）」に基づいた多様な境界現象や空間ファクターを取り入

れながら、現在の領域秩序を形成する国境空間を立体的に捉える視座を提

示したい。

1 ．IR における「国境」概念

　「合理的な空間管理の象徴としての」国境によって画定付けられた領域

国家は、近代世界を投影する具象化された実体であった（8）。近代以降、IR

を含めた社会科学の領域においては、世界（政治）地図上に覆われた領域
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国家群の「空間的マトリクス」をどのように抽出するのかという点がひと

つの重要な論点になってきた。領域国家は、社会を包摂する擬似的な「容

器」として考えられてきた。J・ラギーも領域性という概念に関して、モ

ダニティの認識枠組みに依拠してきたこれまでの IR は知的に無関心であ

ったことを指摘しながら、領域性それ自体が何であって、それがどのよう

に主権や権力と連動しながら作用するのかに関して、批判的に検証される

ことはなかったとしている（9）。

　確かに IR を社会科学におけるひとつの研究領域として独自に定義する

ために有用であった方法は、「方法論的ナショナリズム」や「方法論的領

域主義」に基づきながら、世界を相互排他的な主権国家群へと地理的に分

割することであった。こうした観点に立てば、内部と外部に分け隔てられ

た領域性とそれを画定付ける国境は、政治学から IR を自立させるための

枢要な構成要素のひとつであったとも言える。

　しかしながら、領域性や国境の歴史は「特殊」であって、「普遍」では

ないことも歴史的な検討を行えば明らかになる。A・C・ディーナーと

J・ヘーガンは、いわゆる主権国家の形成よりもはるか以前から、人間の

政治活動における領域性の問題と、そこで派生してきた様々な境界の形成

プロセスを時代と地域をこえて整理している（10）。彼らは、前近代社会や

その政治的実体が近代国家システムとは異なり、「柔軟な」領域構造を有

していたことを、狩猟採集集団、古代における国家形成、遊牧民族、都市

国家、帝国を事例としながら歴史的に考察した。そして、西洋に起源をも

つ近代国家システムの出現によって、漸進的に領域的境界が形成されてき

た経緯について、植民地主義の歴史と絡めながら論じている。このように

みると、領域国家と、それらの集合体としての近代国家システムは、近代

西洋において出現し、封建主義から資本主義への移行する中で生じた諸問

題への「領域的対応」としても捉えることができる。排他的主権の空間的

表現としての領域性は、アウクスブルグの和議（1555年）、ウェストファ

リア条約（1648年）、ユトレヒト条約（1713年）などによって形式化されて
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いった。それは、帝国主義、植民地主義、脱植民地主義、民族自決などの

歴史的展開プロセスの中で、非西洋への部分的な「輸出」によって世界大

に拡大していったとみることができるだろう。

　たとえ近代国家システムが歴史的に普遍ではなく、長い人類史の中では

歴史の比較的浅い特殊なシステムであるということを受け入れたとして

も、国際社会の原則や制度としての国家主権や主権国家、それらを画定付

ける国境の存在が、伝統的な IR の自明論的前提になってきた。このこと

によって、人間活動に伴って発生する領域性の境界実践のひとつにしかす

ぎない国境が、その過大な自明性ゆえに、分析の射程から捨象されてきた

嫌いがある。それを例証するかのように、J・ウィリアムズ（11） は「国境

は、あたかも国際システムにおける単なる“取り付け具”であるかのよう

に、大抵取り扱われ」、R・ジャクソン（12） は、「国境によって生起されてい

る諸問題を理論化するということになると、政治理論も IR も目立った役

割を果たしていないことは驚くべきこと」であると論じている。また本稿

の冒頭にも引用したブラウン（13） は、「国境が通常、国際関係にとって所与

のものであることに注目すべき」であり、「それは研究の出発点であって

も、研究の対象ではない」とも述べている。

　政治理論のパースペクティヴから見れば、国家は 2 つの側面を有してい

る。第一に国家が政治制度によって権力を行使するという側面、第二に、

国家がその国境によって画定付けられた領域を空間管理するということで

ある。前者は、国家─社会関係において、他の集団よりも国家は相対的自

律性を有しているという観点から論じられるが、後者はすでに述べたよう

に、IR の学的固有性によって重要な、国境を接した主権国家群による世

界の地理的な分割を前提としている。すでに述べたウォーカーは、後者の

視点によって構成されてきた「国際」関係が、「時間を超越した」論理で

作動してきたと捉える前提を常に批判してきた。そしてまた、彼は、空間

的思考を顧慮しない「領域的存在論」から導出される領域主権をどのよう

に境界付けていくのかという IR の伝統的アプローチに対して、警鐘を鳴
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らしてきたのである。ウォーカーは、以下のように述べる。

「世界は過去において現在とは異なる姿をしていた。われわれが自明のよう
に考えている内包と排除のパターンは、歴史的な刷新である。国家主権とい
う原則は、こうしたパターンの古典的表現であり、こうしたパターンが永続
的なものか［現実主義］、あるいはグローバルなコスモポリス［理想主義］
という見地から消去されるべきかについての表現でもある。統一性と多様
性、内部と外部、あるいは空間と時間の固定的関係は、当然のものではない
し、不可避のものでもない。あらゆる近代国家の実践の重要な一部ではある
が、それらは最初から決まっていたものでもないし、不可避のものでもない
のである。」（14）

2 ．国際関係における空間的次元

2 ─ 1 　「領域の罠」からの脱却

　IR に対して強い影響力を及ぼしてきた政治地理学の泰斗である J・アグ

ニューは、国際政治の異なるモデルであっても、「領域の罠」の基礎とな

る領域国家とその存立を支える理論的枠組みに関しては類似性が見られる

点について、IR の構造的リアリズムの立場に立つ K・ウォルツとリベラ

リズムの代表格である R・コヘインを比較しながら主張した（15）。ウォル

ツは、『人間・国家・戦争』（1959年）（16） の中で戦争の起源について、人間

性、国家の内部構造、そして国際システムのレベルに分けて分析を行った

が、「国家間関係の構造」としての国際システムに戦争が開始される有意

性を見出した。国際システムは常にアナーキーで、国家は同じ論理で行動

し、国家間における資源や権力の不均等な配分が存在することを指摘し、

勢力均衡こそが国際関係の中心的メカニズムであることを説いた。さらに

は、ウォルツは、『国際政治の理論』（1979年）（17） では、古典的リアリズム

とは異なり、国際関係をシステム・レベルでのみ考察するべきであり、フ

ィールドとしての国際関係が研究上の主体として採用されるべきであると
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主張した。こうした前提に立つと、空間的単位としては、領域国家以外の

ユニットは存在しないということになり、国際関係における国家の駆動力

は他国との競合関係に勝利することに求められるのである。構造的な分析

の強調は、資本主義や軍事同盟などの歴史的展開過程を見逃すことにもつ

ながった。

　これに対して、R・コヘインは、『ヘゲモニーの後で（翻訳名：覇権後の

国際政治経済学）』（1984年）（18） の中で支配的なヘゲモニーの存在抜きにし

て、国際関係において協調関係がいかに達成されるべきかに軸足を置くリ

ベラリズムの立場に立つ。アメリカのヘゲモニーが衰退する中で、貿易や

金融といった国際経済の展開において、ルール、規範、原則、手続きなど

の集合体である「レジーム」の役割の重要性を説き、国際協調への動機付

けが国家の行動を規定するとした。ここでも、国際経済は、国際システム

における国家の相対的な経済力の相違によって決定されるという点におい

て、領域国家の中心的位置を強調しており、理論的立場の対極に位置する

ウォルツとも同様な主張をしているということになる。

　このような IR の国家中心的な問題構成に警鐘を鳴らすべく、アグニュ

ーは、政治空間の再編に新しい見方を提示し、伝統的な IR が根拠におく

「単純化された地理的前提」を描き出した。この「領域の罠」と呼ばれる

分析的概念は、 3 つの相互関連する前提から引き出されている。第一に、

国家はその領域内部における権力の独占的な決定者であり、主権の及ぶ空

間の唯一のユニットとして具現化されるという前提である。これは、古典

的リアリズムもリベラリズムも強く依拠してきた前提である。第二は、国

内と国外は、政治的・社会的活動の明確に異なった領域であるという前提

であり、これは異なるスケールで相互作用する領域性の力学を「曖昧」に

する。第三は、国家の境界は社会の境界と一致し、「社会の容器」として

国家が存在し、社会に先立って国家が出現するという前提であった。

　しかしながら、現代の領域秩序が生産・再生産される方法は根本的に変

容を迫られ、空間の単一的な領域的表象によっては捕捉できない権力のネ



125領域性のリスケーリングと国境空間の再編

ットワークが形成されてきたと言うことができるだろう（19）。領域性と国

家主権の在り方は変容し、「つねに安定していないという考え」のもとに、

場所性の領域には必ずしも基づかない新しい政治的主体が生まれてきてい

るのである（20）。

　国家スケールを相対化する視点に立って、領域組織の国家より下位レベ

ルの組織、および上位レベルにある超国家組織の役割を高めることによっ

て、領域化プロセスの空間組織を再編成してきたという認識に立つことが

重要である（21）。こうした領域性の再編成は、「リスケーリング」あるいは

「ジャンピング・スケール」と名付けられるものである。このような視角

に立つならば、国家の領域性は、同型的で自己完結型の空間としてではな

く、その存立レベルが多層にも重なる多型的な制度的モザイクとして作動

していると理解すべきであろう（22）。こうした領域性のリスケーリングを

援用すれば、IR が伝統的に依拠してきた国境の認識論的・存在論的前提

を脱却する契機になる。

　J・A・ショルテが論じるように、領域化アプローチは、「グローバル化

の空間」と「領域化の空間」を、相互に対立する空間として捉えるため

に、グローバル化の進展は国家の「衰退」、「侵食」、あるいは「無力化」

へとつながってしまう（23）。言い換えれば、領域化された国家権力の衰退

は、脱領域化の帰結として生じる一方で、領域的なコントロールの低下は

非領域的なコントロール形態の出現を後押しするという二重の帰結を生み

だしているのである。ショルテは、「新しい存在論に向けて」と題する問

題意識の下に以下のように論じている。

「グローバル化は、近代社会理論において支配的な領域的存在論にも疑問を
投げかけている。この確立された前提は、社会空間が、場所、距離、そして
境界という 3 次元的な地理から作られている。しかし、グローバリティは、
効果的に非領域的で距離をもたない社会空間という新しい性質を導入する。
グローバル化は、これまで以上に境界をどのように認識するのかという問題
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を難しくしている。こうした点で、社会生活のもつ新しい非領域的な地図の
製作術が必要になる。」（24）

　グローバル化に伴う脱領域化アプローチを主張する論者は、「方法論的

ナショナリズム」（J・アグニュー）（25）、「埋め込まれた国家主義」（P・テイ

ラー）（26）、「地図製作に伴う懸念」（S・クリシュナ）（27） などに代表されるよ

うに、一般的に境界付けられた空間を進歩的な政治に対する「足枷」と捉

え、地理的な距離や領域的な管轄によって場所を「測定する」方法に付き

まとう「幻想」と理解する傾向があった。しかしながら、脱領域化アプロ

ーチによってグローバル化の世界を読み解くことは、グローバルな空間が

領域化の空間の侵食を必然的に伴うという「ゼロサムゲーム」に陥り、社

会的作用の相互構成的な視角を見失うことなる。また、グローバルな空間

が依拠している多様な領域組織をひとくくりにする単純化された空間基盤

を提示することになり、グローバルな規模で社会関係全体を理解・説明す

るという行為は、国家よりも上位の超国家組織、国家、および国家よりも

下位レベルの組織体という重層的な地理的再配置を等閑視してしまうので

ある。

　このように、近代以降の国際関係の自明の前提であった主権と領域の一

体性は疑問に付され、「国家主権の分離」に伴う「ポスト近代空間」への

方向性が示されることになる（28）。これは、領域性がひとつの重心に軸を

置いて形成されることはない、重層的に再分割された政治地理を背景とし

て、領域国家は、グローバル化の展開プロセスにおいても、権力資源の地

理的源泉としての重要なインフラストラクチャーであり続ける（29）。グロ

ーバル化とセキュリティを同時に保障する境界実践は、領域国家に基礎を

置いた権力の再配置によって生み出されるリスケーリング戦略なのであ

る。

　またアグニューは、「領域の罠」に陥らない領域性と主権の新しい関係

を、「実効主権（effective sovereignty）」という観点から案出し、歴史的に
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排他的な権力を領域内に行使することによって至高性が認められてきた絶

対的な国家主権を相対化しようとした（30）。これは、国境によって境界付

けられた領域に、必ずしも基盤をおかない、分割可能で、その領域以外に

も正当性が及ぶ主権のことである。とりわけ、 9 ・11テロ以後の国際関係

においては、この実効主権という考え方は、ポスト・ウェストファリアの

国際秩序を構想する状況下において着目され、組織目標の達成のための領

域空間の戦略的利用という観点から、地理的な境界に基づかず、グローバ

ルな環境下で発揮される国家の能力ということもできよう。

　このように、空間スケールに関する近年の議論では、国際関係における

空間的次元は、国家中心的な領域主義や、ローカル、ナショナル、リージ

ョナル、グローバルという「機械的分割論」が想定しているよりもはるか

に複雑な性質を有していると主張されている。こうした議論によって、空

間権力の形態変容、ネットワークの新しい役割、空間スケールでの多様な

政治主体などに対して分析的焦点を合わせられるようになったのである。

2 ─ 2 　ボーダースタディーズの新地平─領域主権と権力の解剖学

　空間をどのように境界付け、その空間内部にいるヒトやモノの移動を権

力の行使によってどのように管理するかは、本稿の冒頭でも述べたウェス

トファリア体制に起源が求められる。神聖ローマ帝国内部でのプロテスタ

ント派とカトリック派の諸侯が対立し、新教派の参戦もあって、国際的な

戦争へと発展したが、このドイツを舞台にした30年戦争は、それぞれの勢

力範囲を区分けすることによって、空間における一元的管理を可能とする

きっかとなった。そして、主権という権威の名の下に相互排他的な国家群

が存在し、その領域内部にいる人間を「国民」として囲い込み、その外部

にいる人間や領域内部に適用されるルールに従わない人間を「他者」とし

て排除する仕組みが出来上がったのは、このウェストファリア体制以後だ

と言われている。

　IR の伝統的な国境概念に新しい分析視角を与えるようになったボーダ
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ースタディーズは、ウェストファリア体制を基礎付ける主権国家間の国境

がこの体制を支える空間管理のためのツールであったという意味において

は（政治）地理学の、そして相互排他的な主権国家間の対等な関係を明文

化するという意味では国際法の強い影響を受けて発展してきた研究領域で

ある。ボーダースタディーズのひとつの淵源がヨーロッパの国境画定に関

する実務的な専門性に求められるのも歴史的な理由があったのである（31）。

　近年の学問的展開をみれば、こうしたハードな境界としての国境ばかり

ではなく、「境界付け」というプロセス指向の境界をも分析の射程に入れ

る批判的ボーダースタディーズも登場した。伝統的な IR における国境概

念への批判は、リジッドで静態的な側面を強調する叙述的な手法に向けら

れ、政治、経済、社会文化的な境界の相互作用を考察する可変的な境界と

しての国境にも焦点を合わせたポスト実証主義の流れがひとつの理論的傾

向になってきたのである（32）。E・バリバールは、国境の在り方が根本的に

変容し、主権が平面的な地図上に記述された国境の 「揺れ動き」 （vacillation） 

について考察した（33）。彼は、EU 国境や米墨国境の経験的観察を通じて、

国境はますます場所性において多様化し、もはや政治の縁ではなく、そこ

から先の空間そのものであるとした。こうした傾向を踏まえ、V・コロソ

フは、ボーダースタディーズの「リモロジー（limology）」としての学説的

系譜について整理された議論を行っている。その中で、19世紀後半に誕生

したボーダースタディーズは、とくにヨーロッパやユーラシアの陸域国境

の経験的な分析を通じて発展したが、1990年以降は、ポスト実証主義や批

判的地政学の傾向を受けとめて、国境が表象、アイデンティティ、あるい

はパフォーマンスを通じてどのように生産・再生産されるのかという象徴

的な意味や価値について検討する傾向が強まったとされる（34）。

　アミルハト─スザリによれば、現代のボーダースタディーズには 2 つの

パラダイムがあるとされる（35）。第一のパラダイムは、そうしたグローバ

ル化の影響を受けた国境の開放現象に依拠したプロセスに関するものであ

る。ベルリンの壁崩壊後のポスト冷戦期においては、とくに1990年代以降
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の情報通信や運輸交通などのテクノロジーの飛躍的な進化とも相俟って、

壁が取り払われ、国境が開放されるという世界像であった。しかしなが

ら、第二のパラダイムとして挙げられたのは、「バルカン化」などを通じ

た新しい壁の建設に代表されるようなまったく逆の世界であった。この 2

つのパラダイムから導出される新しい知見は、脱境界付け（de─bordering）

と再境界付け（re─bordering）が同時に起こり、それと連動する形で領域

性の再構成と国境空間の変容が生じているというものであった。グローバ

ル化（統合主義）と 9 ・11テロ（新孤立主義）の権力の再配置や支配形態の

変容が、新しい空間的現実を生み出す「脱領域化」と「再領域化」の「相

互構成」プロセスを生み出していると言える。ディーナーとヘーガンは、

この「相互構成」プロセスに関して以下のように述べている。

「ボーダーレスな世界が到来するという予測にもかかわらず、われわれの日
常生活の多くは、人権や国民的アイデンティティから天然資源や生活水準に
至るまで、依然として根本的かつ不可避的に領域と結び付いている。それゆ
えに、領域的な影響力から完全に切り離された、政治的、文化的、あるいは
経済的権力の展望などあり得ないのである。実際に、国家主権を維持・保護
することにおける国益は、2001年以降、増大した。国境の意味と機能は、単
一の方向に向かうというよりもむしろ、グローバルな経済的交換（統合主
義）と、とりわけテロリズムといったグローバルな安全保障上の争点によっ
て生み出された恐怖（新孤立主義）という矛盾する圧力によって変容しつつ
ある。本質的には、国境は依然として重要であり続けるが、新しい役割を帯
びてきているのであり、以前に考えられたよりも、かなり広い意味での影響
力をもっていると理解されるべきである。」（36）

　すなわち、国境の役割は、「認識される脅威の性質とともに変化する」

のであり、多様な領域的実体の生産・再生産の中で国境が果たす役割と機

能を、国際関係が生成される文脈の中で理解する必要性が出てきているの

である。このことによって、国境は、主権国家間に引かれた自然な分断線
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という「論争の余地のない」本質主義的な性質から脱皮し、境界付けのプ

ロセスがいかに政治的な産物であり、多様な次元での空間性を有した境界

創出に目を向ける契機になる。こうした点に関して、ディーナーとヘーガ

ンは、以下のように続ける。

「国境を、単なる地図上のラインとしてではなく、空間として捉えるという
新しい認識によって、国境の透過性に影響を及ぼす数々の新しい条件、制
度、およびアクターに関心が向けられることになる。突き詰めると、国境と
は、透過性という様々な異なった入り口やレベルをもったフィルターと言え
るのである。」（37）

　それでは、グローバル化による国境の開放圧力と、とりわけ 9 ・11テロ

以後の国境の閉鎖圧力のぶつかり合いをどのように捉えればいいのであろ

うか。「ボーダーレス・ワールド」（大前研一）、「地理の終焉」（オブライエ

ン）、「フラットな世界」（フリードマン）に代表されるように、脱領域化ア

プローチを強調する論者たちは、国境を、グローバルなフローを妨げるバ

リアとして一面的に捉え、社会関係のグローバルな規模での流動化が国境

によって画定付けられた領域性を溶融させ、やがては領域国家の消滅へと

向かう道筋を描いた。こうした理想主義的で単線的なグローバル化の描写

は痛烈に批判されることになるが、グローバルなフローの促進は、人々と

場所が接続する領域的なアンカーがかえって増大するという逆説的な現象

が生じてきたというのが実態であろう。グローバル化による「フローの空

間」が領域性にもとづく「場所の空間」に取って代わるという二項対立的

な構図ではなく、国境がグローバル化のプロセスにおいては双方を結び付

けているという空間認識が重要であろう。こうした状況下において、アグ

ニューの言う「主権レジーム」といった国家の領域主権の根本的再編、お

よび特定のカテゴリーに対する選択的排除を企図した「国境の透過性」が

クローズアップされているのである。こうしたことを踏まえると、国境を
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閉じるという方向にではなく、国境の透過性をより高める方向へと向かう

必要がある。透過性のレベルから見た場合、多孔質な国境レジームの構築

が現実的な選択であり、国境レジームは、モビリティとセキュリティとい

う対立する空間ロジックを調和させる難題を背負っており、伝統的な国境

概念と線形性に基づく領域性を同時に回避する境界実践の相補的関係によ

って成り立つ領域秩序を構想していく必要があろう。まさにこの意味で、

国境機能は、フィルターやファイアウォールのように、モビリティを「選

別する」ことによって、それをコントロールするのである。そして、国境

は、領域国家の外縁部に位置するラインとしてばかりではなく、社会のい

たるところに存在するようになり、空間性を軸とした国境の境界付け

（bordering）が人間生活を様々な意味で「秩序付ける（ordering）」権力を

獲得することになる（38）。現代的な文脈においては、境界付けられた空間

としての領域性は、さまざまなスケールにおける社会関係の生産・再生産

に連動したプロセスと言えるであろう。

3 ．領域性のリスケーリングと国境機能の変容

3 ─ 1 　領域性のリスケーリング

　「国境は遍在する」（A・パッシ）（39） という議論は、国境の創出プロセス

の中にネットワーク的な性質をパラレルに見出し、これを「ネットワーク

型の国境」と名付けた（40）。これは、ラインとしての国境という線形的な

境界付けの限界を明らかにし、国境と場所が乖離する「空間的な流動性」

や、ヒトやモノのフローに埋め込まれた「モバイルな国境」という新しい

概念に分析的焦点を当てることになった。このような国境の可変性は、人

間と場所が接触する方法や次元に変化を与え、空間性の作用を通じてそれ

らを結び付ける新しいタイプの領域性を生み出したとも言える。ネットワ

ーク型の国境の本質的特徴は、ヒトやモノが国境に到達する前に、フィル

タリングされるということである。国境機能がラインとしての国境から離
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れたところで作動することは、ヒトやモノのフローとともに国境が動くと

いう「ポータビリティ」を示唆する（41）。これは、フローの中に国境が埋

め込まれるようになるということである。このような見方からすれば、線

形的な特徴しかもたない国境は、ネットワーク型の国境のグローバル化の

中で、「結節点」としての位置づけしかもたないようになる。グローバル

化の進展とセキュリティの強化を背景とした国境イメージは、形状的な空

間変容を伴う国境の拡散や国境管理に関与するアクターの増加によって理

解されるのであり、グローバル化の先に見通される世界像は、脱領域化に

伴うボーダーレスな世界というよりも、国境がネットワーク的に張り巡ら

されたボーダーフルな世界なのかもしれない（42）。

　では、非線形的な領域性は、直接的に非領域性それ自体を意味している

のか。国境が偏在するという現象は、ややもすれば、国境を不可視化し、

領域性から乖離した国境イメージにつながりやすい。社会的経済的な差異

によって国境の越え方が変わるし、国境に対するパーセプション・ギャッ

プも明らかになる。国境を越える人間の持つ属性によって構造的効果も異

なってくる。今後、実証的な検討が必要になるが、社会経済的な境界と政

治的な境界としての国境が相互に折り重なるときに、国境の選択的透過性

が増すと言うこともできるかもしれない（43）。

　伝統的な IR は国家中心的な視角を重視するが、政治地理学的なアプロ

ーチは、「マルチ・スケールの視角」を提示することによって、伝統的な

IR が陥りがちな固定的な国境概念を乗り越える分析的視座を提供する。

そして、権力の再配置を通じた領域性のリスケーリングによって、国境機

能の多次元的移転が展開されるのである。政治地理学者の山﨑孝史は、こ

の点について、N・スミスの見解を紹介しながら、以下のように述べる。

「スケールと政治との関係を考える際に重要なのは、権力・政策・支配・自
治に関わる現象としての政治はつねに同じスケールを基盤に展開しているの
ではなく、異なったスケールとの間での相互作用として展開していることで
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ある。」（44）

　N・ブレナーは、社会の容器としての国家モデル、あるいは領域的に自

己完結した国家モデルの問題性を指摘しているが、だからといって、これ

らの問題性を批判する背後にある脱領域化アプローチの一元的な採用にも

批判的である（45）。彼は、領域性のスケールを分析することの重要性を論

じながら、ある次元で生じている脱領域化は他の次元で生じている再領域

化を生じさせているとする（46）。再領域化は、伝統的な主権国家の範囲と

スケールに基づく領域的枠組みの再編につながる概念であり、既存の国境

機能の再強化という側面ばかりではなく、国境のタイプと機能の多様化を

意味する新しい境界実践である。ブレナーは以下のように言う。

「今日、国家の領域性は、多様な空間的形態と結び付き、それらと重ね合わ
さっているのであり、隣り合わせで、相互に排他的で、自己完結した空間ブ
ロックをとしては、うまく説明できない。それと同時に、国家の制度は、国
家の領域組織の多形層（polymorphic layer）を創出するように、上方

（upward）、下方（downward）、外部（outward）へとかなりリスケールさ
れてきており、それらは均等に重なることも、ひとつの支配的な地理的スケ
ールへと収斂することもない。こうした状況において、重なり合い、相互浸
透する結節点、レベル、スケール、そして形態をもつ複雑なモザイクとして
のグローバルな社会空間イメージは、近代国家システムから連想させられ
る、同質的で相互作用する領域ブロックという伝統的なデカルト・モデルよ
りも的確である。」（47）

　領域性とは、行為主体による境界付けられた空間の戦略的利用であり、

その空間内外の社会的相互作用のコントロールを通じてみずからの目標を

達成することである（48）。上述したグローバルな社会空間イメージを踏ま

えると、領域性は、旧来の国家構造を残存させたまま、国家中心的な領域

性の枠組みを脱し、潜在的に境界に関する際限の無いシステムと表現する
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ことができるかもしれない（49）。領域性のリスケーリングとは、スケール

間の関係性が、グローバル化や 9 ・11テロ以後のセキュリティの強化の中

で変化しているとみる。図式的にリスケーリングを理解すれば、垂直的お

よび水平的なスケールの再編がある。例えば、前者の代表例としては EU

が挙げられ、通貨や外交などの一部の国家機能・権限を上位組織である

EU に移転させる一方で、少数民族や言語政策などに関しては、地方政府

に権限が移譲されることによって、国家機能・権限の縮小が生じることを

意味する。また水平的なスケールの再編で言えば、同レベルの行為主体が

連携することによって、上位組織に対抗したり、国家レベルであれば、同

じ問題領域に対して相互に主権の分割を生み出し、国家機能を効率的に作

動させる意味において国家権力を増大させることにもつながる（50）。以下

では、G・ポプセクの議論を参照しながら、こうした領域性のリスケーリ

ングに関する、とりわけ 9 ・11テロ以後の国境機能の重層的なスケールの

再編について内部化と外部化という 2 つの視点から見ていくことにする。

3 ─ 2 　国境機能の内部化

　グローバル化の流れの中で、とりわけ新自由主義的な戦略を採る中央政

府は、国境管理や移民政策全般に関して、地方政府や民間企業などの組織

にその権限を委ねる傾向がある（51）。米国の動向において、とりわけ着目

すべき点としては、2005年の「100マイル国境ゾーン」の成立によって、

カナダとメキシコと接する国境から米国内部へと100マイルにわたって国

境ゾーンを拡大したことである（52）【表 1 参照】。このゾーンの範囲内では、

米国における国境管理・警備の統一的な政府組織である税関・国境警備局

（CBP）は、合衆国憲法修正第 4 条に違反する、「正当な理由」なく車両を

停止させ、通行人をチェックできるということになる。本来は国境検問所

における出入国管理官の任務であった。このゾーンの中には、10ある米国

の大都市エリアのうち 9 つ（ニューヨークシティ、ロサンジェルス、シカゴ、

ヒューストン、フィラデルフィア、フェニックス、サンアントニオ、サンディ
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エゴ、サンノゼ）までもが含まれ、2007年のセンサスによれば、この範囲

内には約 2 億人が居住しており、これは米国の人口全体の約 3 分の 2 の割

合を占めている。

　また、移民法改正によって、不法移民を雇用した雇用主に対する罰則規

定の強化によって、雇用主みずから被雇用者の身分をチェックさせるとい

う「ボーダーワーク」も可能になってきている（53）。家主に対しては、部

屋を借りている外国人の情報を地方政府に提出したり、同様のことが、旅

行会社やホテルにも要求されたりしている。大学も留学生情報を移民当局

に提出することが求められた。インターネット・カフェやオンラインの旅

行会社に対しても同様のことを求める実態が明らかになっている。市民レ

ベルでの動きにおいても、米国やイギリスでの宣伝キャンペーンは、一般

表 1：米国における100マイル国境ゾーン

出所： 米国自由人権協会 HP 〈https://www.aclu.org/know─your─rights─governments─100─mile─border─zone
─map〉



136

市民レベルで「疑わしき」人物を追跡し、治安当局に報告するような活動

を推奨しているのである（54）。

3 ─ 3 　国境機能の外部化

　次に、上方移転および並行移転を伴う国境機能の外部化とは何かを見て

いく（55）。多くの欧米諸国は、 9 ・11テロ以後の安全保障環境下において、

主権の及ばない、隣り合わせの国境で接していない海外の領域に国境を拡

張することによって、新しい壁を作ろうとしてきている（56）。難民政策に

関して言えば、勾留され収容される人間の法的地位が曖昧化される場所に

おいて、国境が作動するという空間戦略には、将来的な難民の流入を抑え

たいという国家の思惑もあるだろう。こうした空間的戦略の中には、仮収

容所へ勾留するなどの事後的対応もあるが、自らの領土ではない島に難民

を送還したり、中継ビザの取得要件を厳格にしたり、空港や国境検問所に

おける要員を訓練したりするなどの先を見越した対応もある（57）。

　2001年にオーストラリアのハワード自由党政権は、「太平洋ソリューシ

ョン」と称される移民・難民対策を打ち出した（58）。それを例証する具体

的事実として、アフガニスタンやイラクなどからの難民を乗せたノルウェ

ー国籍の「タンパ号」を、オーストラリア本土への入港を拒否し、クリス

マス島やナウルなどの南太平洋諸国へと追いやった経緯がある。その見返

りとして、ナウルはオーストラリアからの経済援助の提供を約束されたの

であるが、難民保護が経済援助などの見返りとしての「取り引き」されて

いる実態が明らかになった。また2003年11月、インドネシア漁船に乗った

14人のクルド人が、オーストラリア北部のメルビル島にたどり着いたが、

ハワード政権は、難民排除のためにメルビル島を含む4000もの島をオース

トラリアから分離するという非常措置をとったことも国際世論に衝撃を与

えた（59）。

　また、空港は、主権国家間の中間地点とでも言うべき国境とも言えるで

あろう。ヒースロー、ドゴール、ケネディなどの大規模な国際空港におけ
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る「国家なき空間」は、M・オージの「場所の無い場所」を体現してい

る（60）。空港の「国際的なウェイティング・ゾーン」としての位置づけを

踏まえれば、領域主権の内部で生じる「地理的矛盾」は超領域的な戦略と

一致するわけである。権力テクノロジーの発展と連動した国家による監視

と、パスポートなどによる身元確認（アイデンティティ・チェック）が行わ

れる統治実践の場が現代の空港と言える。いわゆる人間の選別機能が集約

される空港は、「データフィルター（data─filter）」としての役割も担って

おり（61）、時間を待たずにスムーズに航空機に搭乗できる人間もいれば、

国籍や人種などによって差別化され、搭乗口の別のラインに並ばされたう

えで「尋問」を受ける人間もいる。ある人間にとっては、自由への入口で

あり、ある人間にとっては、抑圧を体験する空間ともなりうるのであ

る（62）。

　先進国が採用する移民・難民に関する空間戦略は、多様化してきてい

る。EU は、非加盟国に、移民関連駐在員を常駐させたりすることによっ

て、不法移民の入国を事前に防ぐ措置を講じることにも積極的であっ

た（63）。国家間協力による海洋での国境警備活動も活発化してきている。

1980年代以降のカリブ海での米国沿岸警備隊による領海警備やオーストラ

リア海軍のインドネシアやパプア・ニューギニア付近での沿岸監視がその

代表例である。北アフリカからの難民流入によって近年活発化するイタリ

ア海軍やスペイン海軍による地中海や北アフリカ海域での取締りも行われ

ている（64）。

　また先進国は、移民の送出国や経由国との外交関係において、国境管理

をめぐる政策的争点を持ち込もうしている（65）。また開発援助やビザ政策

などに条件付けを行うことによって、発展途上国に対して先進国にとって

好ましい国境管理政策の採用を促す。EU は、テロや組織犯罪の脅威に関

して、とくに東欧諸国に対して近隣諸国との国境管理の強化を条件とし

て、EU へのビザなしでの行き来を許可するようになった。これが意味す

るのは、EU 加盟候補国は、加盟する以前に、移民・国境管理政策に関す
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る政策的な条件付けが突きつけられるということであった。例えば、ヨー

ロッパ近隣諸国政策（ENP）は、EU の東部国境と南部国境に隣接する16

カ国との管理規制をめぐる政策と言えるが、実質上、EU の域外境界線を

外延的に拡大するという点を軸にして構成されている。アメリカも、

NAFTA や三ヵ国首脳会議という地域的枠組みを通じて、メキシコに対

して、不法移民や麻薬の流入ルートであるグアテマラとの国境管理を強化

することを要請している（66）。

　国境の中間地点とも言える国外に移民・難民の収容施設を建設する動き

も、 9 ・11テロ以後に顕在化した。グアンタナモやグアムなどに見られる

ように、国境の内部と外部の中間に位置することは、国境の操作であり、

国境を創出する「アクロバティックな」権力の発露であろう（67）。インド

洋に浮かぶオーストラリア連邦領であるクリスマス島の移民・難民収容施

設は、可変的な国境を具現化する地理的実体である。ナウル、パプア・ニ

ューギニア、インドネシアにもオーストラリアが運営する移民・難民収容

施設がある。そこは、オーストラリアの領土とは言えないために、難民申

請もできないのが現状であり、オーストラリア政府にとって好都合な「国

境の伸縮性」を示す空白の領域であると言えよう。

おわりに

　本稿では、固定的な領域性に基づく内部（inside）／外部（outside）に

分け隔てられた国境モデルでは、グローバル化による国境の開放圧力と、

とりわけ 9 ・11テロ以後の国境の閉鎖圧力が衝突し合う交錯状況を的確に

捉えることは困難であることが認識できた。結論から言えば、こうした国

境モデルを乗り越えるためには、線形的思考を軸とした平面的な領域性の

根本的再編を意図するリスケーリング戦略を援用しながら、主権や権力を

投射する国際関係における空間的次元を分析し、国境の境界付けのプロセ

スを不断に検証していく必要性が浮かび上がったと言えよう。
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　さらには、境界を画定するものとして引かれた「ライン」としての物質

化された国境が、ネットワークの結節点として持続的に生成・再生成して

いく社会的構築物としての国境へと変容していけば、誰が国境を越えるこ

とが可能で、誰ができないのかを決定する主権論に対しても、新しい切り

口で迫る必要性がでてくるのではないかと思われる。「国境の透過性」を

通じて包摂と排除のロジックが同時に作動する国境空間がグローバルなネ

ットワークとして構築されることは、国境を越える多様な主体の日常的な

行為実践を変容させている。その中で、セキュリティを最大化するように

動機付けられた国境空間は、領域性のリスケーリングと連動しながら、常

にインセキュリティの植え付けと共犯関係にあることも指摘しておかなけ

ればならない。

※本稿は、2015年度日本国際政治学会年次研究大会（於：仙台国際センター）
の公募部会「国際秩序と領域性の変容─圏域・境界・統治」における報告
ペーパーに加筆・修正を加えたものである。当日の議論において有益なコ
メントを頂いた司会者の岩下明裕教授（北海道大学）、討論者の宮脇昇教授

（立命館大学）、前田幸男准教授（創価大学）に心よりお礼を申し上げる。
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